
表題部所有者の登記のお知らせ

下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。

令和７年３月５日

盛岡地方法務局二戸支局

登記官 舩 澤 真 織

（ 公 印 省 略 ）

記

１ 手続番号

第４００２－２０２４－０００８号

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項

二戸郡一戸町小鳥谷字高森沢１２番

３ 地目

畑

４ 地積

１４７６平方メートル



表題部所有者の登記のお知らせ

下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。

令和７年３月５日

盛岡地方法務局二戸支局

登記官 舩 澤 真 織

（ 公 印 省 略 ）

記

１ 手続番号

第４００２－２０２４－０００９号

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項

二戸郡一戸町小鳥谷字高森沢３４番

３ 地目

畑

４ 地積

２４０６平方メートル



表題部所有者の登記のお知らせ

下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。

令和７年３月５日

盛岡地方法務局二戸支局

登記官 舩 澤 真 織

（ 公 印 省 略 ）

記

１ 手続番号

第４００２－２０２４－００１０号

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項

二戸郡一戸町小鳥谷字高森沢３８番

３ 地目

畑

４ 地積

１５１２平方メートル



表題部所有者の登記のお知らせ

下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。

令和７年３月５日

盛岡地方法務局二戸支局

登記官 舩 澤 真 織

（ 公 印 省 略 ）

記

１ 手続番号

第４００２－２０２４－００１１号

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項

二戸郡一戸町小鳥谷字高森沢３９番

３ 地目

畑

４ 地積

８９９平方メートル



表題部所有者の登記のお知らせ

下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。

令和７年３月５日

盛岡地方法務局二戸支局

登記官 舩 澤 真 織

（ 公 印 省 略 ）

記

１ 手続番号

第４００２－２０２４－００１２号

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項

二戸郡一戸町小鳥谷字高森沢４０番

３ 地目

畑

４ 地積

１４６平方メートル



表題部所有者の登記のお知らせ

下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。

令和７年３月５日

盛岡地方法務局二戸支局

登記官 舩 澤 真 織

（ 公 印 省 略 ）

記

１ 手続番号

第４００２－２０２４－００１３号

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項

二戸郡一戸町小鳥谷字高森沢４１番１

３ 地目

原野

４ 地積

３８５平方メートル



表題部所有者の登記のお知らせ

下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。

令和７年３月５日

盛岡地方法務局二戸支局

登記官 舩 澤 真 織

（ 公 印 省 略 ）

記

１ 手続番号

第４００２－２０２４－００１４号

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項

二戸郡一戸町小鳥谷字高森沢４２番

３ 地目

畑

４ 地積

１４平方メートル



表題部所有者の登記のお知らせ

下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。

令和７年３月５日

盛岡地方法務局二戸支局

登記官 舩 澤 真 織

（ 公 印 省 略 ）

記

１ 手続番号

第４００２－２０２４－００１５号

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項

二戸郡一戸町小鳥谷字高森沢５９番

３ 地目

畑

４ 地積

２５１１平方メートル



表題部所有者の登記のお知らせ

下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。

令和７年３月５日

盛岡地方法務局二戸支局

登記官 舩 澤 真 織

（ 公 印 省 略 ）

記

１ 手続番号

第４００２－２０２４－００１６号

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項

二戸郡一戸町小鳥谷字仁昌寺３０番

３ 地目

宅地

４ 地積

２７１．３０平方メートル


